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■事前着手届出制度とは  

補助事業の開始は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に発注等を行った

補助事業は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、地域一体となった観光地・

観光産業の再生・高付加価値化事業（以下、本事業という。）においては、早期の観光地再生を

図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局が事

前着手の届出を受理した場合は、事前着手の受理以降に発注等を行った補助事業に要する経費

も補助対象経費とし、交付決定前に補助事業を開始することができます。  

※交付決定以降に補助事業に着手される地域においては、届出は不要です。 

 

■注意事項  

・計画採択・交付決定前に事前着手が受理された場合においても、計画採択、補助金の交付

を約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。  

・事前着手の受理前に発注等を行った経費は、補助対象経費として認められませんので、ご

留意ください。なお、事前着手受理後に発注等を行った経費であっても、交付申請時に事

務局にて申請経費の内容等を確認した結果、補助対象とならない場合があります。 

・補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認でき

るものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います（手形払等で実績を確認

できないものは対象外となります）。 

・採択後、交付申請手続きの際には、補助事業おける契約先（海外企業からの調達を行う場

合も含む）の選定にあたって、原則、複数者から見積書を取得する必要があります。複数

者から見積書を取得していない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、

その選定理由を明らかにした選定理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。  

 

■届出時期  

計画申請時  

 

 



■提出方法  

申請代表団体の方は、計画申請時に別紙の事前着手届出（様式 6）をご提出ください。なお、 

届出は申請代表団体が行い、受理された場合はその団体の全ての個別事業者に適用されます。 

 

■受理通知  

事前着手の届出後、メールにより受理通知を送付します。 

 

【お問合せ先】  

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業 事務局（地域観光再生事務局） 

TEL：0570-041102  

問い合わせの対応時間は、9：00～17：00（土日祝日及び年末年始を除く）となります。  

公募要領及び本要領をご確認いただいたうえで、ご不明な点があればお問い合わせください。 
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